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  まえがき  

この規格は，産業標準化法第 16 条において準用する同法第 14 条第 1 項の規定に基づき，認定産業機関

である一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準原案を添えて日本産業規格を改正すべきとの申

出があり，経済産業大臣が改正した日本産業規格である。これによって，JIS C 5101-22:2021 は改正さ

れ，この規格に置き換えられ，また，JIS C 5101-22-1:2006 は廃止され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実用新案権に関わる確認に

ついて，責任はもたない。 

JIS C 5101 の規格群（電子機器用固定コンデンサ）は，次に示す部で構成する。 

JIS C 5101-1 第 1 部：品目別通則 

JIS C 5101-2 第 2 部：品種別通則：固定メタライズドポリエチレンテレフタレートフィルム直流コ

ンデンサ 

JIS C 5101-2-1 第 2-1 部：ブランク個別規格：固定メタライズドポリエチレンテレフタレートフィ

ルム直流コンデンサ 評価水準 E 及び EZ 

JIS C 5101-3 第 3 部：品種別通則：表面実装用固定タンタル固体（MnO2）電解コンデンサ 

JIS C 5101-3-1 第 3-1 部：ブランク個別規格：表面実装用固定タンタル固体（MnO2）電解コンデン

サ 評価水準 EZ 

JIS C 5101-4 第 4 部：品種別通則：アルミニウム固体（MnO2）及び非固体電解コンデンサ 

JIS C 5101-4-1 第 4-1 部：ブランク個別規格：アルミニウム非固体電解コンデンサ－評価水準 EZ 

JIS C 5101-4-2 第 4-2 部：ブランク個別規格：アルミニウム固体（MnO2）電解コンデンサ－評価水

準 EZ 

JIS C 5101-8 第 8 部：品種別通則：固定磁器コンデンサ 種類 1 

JIS C 5101-9 第 9 部：品種別通則：固定磁器コンデンサ 種類 2 

JIS C 5101-11 第 11 部：品種別通則：固定ポリエチレンテレフタレートフィルム金属はく直流コン

デンサ 

JIS C 5101-11-1 第 11-1 部：ブランク個別規格：固定ポリエチレンテレフタレートフィルム金属は

く直流コンデンサ 評価水準 EZ 

JIS C 5101-13 第 13 部：品種別通則：固定ポリプロピレンフィルム金属はく直流コンデンサ 

JIS C 5101-13-1 第 13-1 部：ブランク個別規格：固定ポリプロピレンフィルム金属はく直流コンデ

ンサ 評価水準 E 及び EZ 

JIS C 5101-14 第 14 部：品種別通則：電源用電磁障害防止固定コンデンサ 

JIS C 5101-14-1 第 14-1 部：ブランク個別規格：電源用電磁障害防止固定コンデンサ 評価水準 DZ 

JIS C 5101-14-2 第 14-2 部：ブランク個別規格：電源用電磁障害防止固定コンデンサ 安全性試験 

JIS C 5101-15 第 15 部：品種別通則：固定タンタル非固体又は固体電解コンデンサ 

JIS C 5101-15-1 第 15 部：ブランク個別規格：はく電極形固定タンタル非固体電解コンデンサ 評

価水準 E 
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JIS C 5101-15-2 第 15 部：ブランク個別規格：焼結形固定タンタル非固体電解コンデンサ 評価水

準 E 

JIS C 5101-15-3 第 15 部：ブランク個別規格：焼結形固定タンタル固体電解コンデンサ 評価水準

E 

JIS C 5101-16 第 16 部：品種別通則：固定メタライズドポリプロピレンフィルム直流コンデンサ 

JIS C 5101-16-1 第 16-1 部：ブランク個別規格：固定メタライズドポリプロピレンフィルム直流コ

ンデンサ 評価水準 E 及び EZ 

JIS C 5101-17 第 17 部：品種別通則：固定メタライズドポリプロピレンフィルム交流及びパルスコ

ンデンサ 

JIS C 5101-17-1 第 17-1 部：ブランク個別規格：固定メタライズドポリプロピレンフィルム交流及

びパルスコンデンサ 評価水準 E 及び EZ 

JIS C 5101-18 第 18 部：品種別通則：表面実装用固定アルミニウム固体（MnO2）及び非固体電解コ

ンデンサ 

JIS C 5101-18-1 第 18-1 部：ブランク個別規格：表面実装用固定アルミニウム固体（MnO2）電解コ

ンデンサ－評価水準 EZ 

JIS C 5101-18-2 第 18-2 部：ブランク個別規格：表面実装用固定アルミニウム非固体電解コンデン

サ－評価水準 EZ 

JIS C 5101-20 第 20 部：品種別通則：表面実装用固定メタライズドポリフェニレンスルフィドフィ

ルム直流コンデンサ 

JIS C 5101-21 第 21 部：品種別通則：表面実装用固定積層磁器コンデンサ種類 1 

JIS C 5101-22 第 22 部：品種別通則：表面実装用固定積層磁器コンデンサ種類 2 

JIS C 5101-23 第 23 部：品種別通則：表面実装用固定メタライズドポリエチレンナフタレートフィ

ルム直流コンデンサ 

JIS C 5101-24 第 24 部：品種別通則：表面実装用固定タンタル固体（導電性高分子）電解コンデン

サ 

JIS C 5101-24-1 第 24-1 部：ブランク個別規格：表面実装用固定タンタル固体（導電性高分子）電

解コンデンサ－評価水準 EZ 

JIS C 5101-25 第 25 部：品種別通則：表面実装用固定アルミニウム固体（導電性高分子）電解コン

デンサ 

JIS C 5101-25-1 第 25-1 部：ブランク個別規格：表面実装用固定アルミニウム固体（導電性高分

子）電解コンデンサ－評価水準 EZ 

JIS C 5101-26 第 26 部：品種別通則：固定アルミニウム固体（導電性高分子）電解コンデンサ 

JIS C 5101-26-1 第 26-1 部：ブランク個別規格：固定アルミニウム固体（導電性高分子）電解コン

デンサ 評価水準 EZ 
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日本産業規格（案）       JIS 

 C 5101-22：0000 

 (IEC 60384-22：2024) 

電子機器用固定コンデンサ－ 

第 22 部：品種別通則－ 

表面実装用固定積層磁器コンデンサ種類 2 

Fixed capacitors for use in electronic equipment- 

Part 22: Sectional specification- 

Fixed surface mount multilayer capacitors of ceramic dielectric, Class 2 

 

序文 

この規格は，2024 年に第 4 版として発行された IEC 60384-22 を基に，技術的内容及び構成を変更する

ことなく作成した日本産業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある参考事項は，対応国際規格にはない事項である。 

1 適用範囲 

この規格は，JIS C 5101-1 を品目別通則とする品種別通則で，電子機器用の外装なし固定積層磁器コン

デンサ種類 2 の表面実装用積層コンデンサ（以下，コンデンサという。）に適用する。この規格に規定する

コンデンサは，金属化電極又ははんだ付け用板端子をもち，プリント基板又はハイブリッド回路用基板に

直接搭載することを意図している。 

電磁障害防止固定コンデンサは，この規格を適用せず，JIS C 5101-14 を適用する。 

この規格は，コンデンサの推奨する定格及び特性について規定するとともに，JIS C 5101-1 から適切な

品質評価手順，試験方法及び測定方法を選定し，一般要求事項を規定することである。この品種別通則に

基づいた個別規格に規定する試験の厳しさ及び要求事項は，この規格と同等又は高い水準を示す。参考と

して，品目別通則，品種別通則及び個別規格の考え方は，JIS C 5101-1:2023 の解説に記載されている。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 

IEC 60384-22:2024，FIXED CAPACITORS FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT –Part 22: SS - 

Fixed surface mount multilayer capacitors of ceramic dielectric, Class 2（IDT） 

なお，対応の程度を表す記号“IDT”は，ISO/IEC Guide 21-1 に基づき，“一致している”こと

を示す。 

2 引用規格 

次に掲げる引用規格は，この規格に引用されることによって，その一部又は全部がこの規格の要求事項
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を構成している。これらの引用規格のうち，西暦年を付記してあるものは，記載の年の版を適用し，その

後の改正版（追補を含む。）は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は，その最新版（追補を含む。）

を適用する。 

JIS C 5005-2:2010 品質評価システム－第 2 部：電子部品及び電子パッケージのための抜取検査方式

の選択及び活用（統計的工程品質限界の評価手順） 

注記 対応国際規格における引用規格：IEC 61193-2:2007，Quality assessment systems－Part 2: 

Selection and use of sampling plans for inspection of electronic components and packages 

JIS C 5101-1:2023 電子機器用固定コンデンサ－第 1 部：品目別通則 

注記 対応国際規格における引用規格：IEC 60384-1:2021，Fixed capacitors for use in electronic 

equipment－Part 1: Generic specification 

JIS C 60068-2-58 環境試験方法－電気・電子－第 2-58 部：表面実装部品（SMD）のはんだ付け性，

電極の耐はんだ食われ性及びはんだ耐熱性試験方法 

注記 対応国際規格における引用規格：IEC 60068-2-58:，Environmental testing－Part 2-58: Tests－Test 

Td: Test methods for solderability, resistance to dissolution of metallization and to soldering heat of 

surface mounting devices (SMD)及び Amendment 1:2017 

3 用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は，次によるほか，JIS C 5101-1 による。 

3.1  

表面実装用積層コンデンサ（surface mount multilayer capacitor） 

寸法が小形で，端子の形状がハイブリッド回路及びプリント基板の表面実装用に適した積層形コンデン

サ 

3.2  

磁器コンデンサ種類 2（capacitor of ceramic dielectric, Class 2） 

電子機器の側路用及び回路の結合用のように，低い損失及び静電容量の安定性があまり必要でない回路

に用いる，高誘電率の磁器を誘電体としたコンデンサ 

注釈 1 このコンデンサの磁器誘電体は，カテゴリ温度範囲では，非直線の静電容量変化特性をもって

いる（表 3 参照）。 

3.3  

サブクラス（subclass） 

＜磁器コンデンサ種類 2＞基準温度 20 ℃又は 25 ℃での静電容量に対するカテゴリ温度範囲内の静電

容量の最大変化率による区分 

注釈 1 サブクラスは，記号形式で表現してもよい（表 3 及び附属書 C を参照）。 

3.4  

カテゴリ温度範囲（category temperature range） 

設計上，コンデンサを連続的に使用が可能な周囲温度範囲 

注釈 1 カテゴリ下限温度及びカテゴリ上限温度によって与えられる（表 3 及び附属書 C を参照）。 

3.5  

定格温度，TR（rated temperature，TR） 

定格電圧を連続して印加が可能な最高周囲温度 
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3.6  

定格電圧，UR（rated voltage，UR） 

カテゴリ下限温度と定格温度との間の任意の温度で，コンデンサに連続して印加が可能な最高直流電圧 

注釈 1 最高直流電圧は，コンデンサに印加する直流電圧と，交流電圧のピーク値又はパルス電圧のピ

ーク値との和である。 

3.7  

カテゴリ電圧，UC（category voltage，UC） 

カテゴリ上限温度でコンデンサに連続して印加が可能な最高電圧 

4 推奨特性及び定格 

4.1 推奨特性 

推奨耐候性カテゴリは，推奨特性で規定する。 

この規格に規定するコンデンサは，JIS C 60068-1:2016 の附属書 A に規定する一般事項規則に基づく，

耐候性カテゴリに分類されている。 

基準温度が 20 ℃での場合，カテゴリ下限温度，カテゴリ上限温度及び高温高湿（定常）試験の持続時

間は，次の中から選択する。 

 

− カテゴリ下限温度: -55 ℃，-40 ℃，-25 ℃，-10 ℃及び+10 ℃ 

− カテゴリ上限温度: +70 ℃，+85 ℃，+100 ℃，+125 ℃及び+150 ℃ 

− 高温高湿（定常）試験の持続時間

（40 ℃，93 % RH）: 

4 日，10 日，21 日及び 56 日 

参照温度が 25 ℃の場合は，表 C.1 からカテゴリ下限温度及びカテゴリ上限温度を選択する。 

低温試験及び高温試験の厳しさは，それぞれカテゴリ下限温度及びカテゴリ上限温度である。  

注記 上記の耐候性カテゴリによる耐湿性は，取付していない（実装前）のコンデンサに対してである。

取付け後（実装後）のコンデンサの対候性は，取付基材，取付方式（5.4 参照）及び最終コーティ

ングの影響を大きく受ける。 

4.2 推奨定格値 

4.2.1 定格温度（TR） 

この規格を適用するコンデンサの定格温度は，カテゴリ上限温度が 125 ℃を超える場合を除き，カテゴ

リ上限温度と等しい。 

4.2.2 定格電圧（UR） 

定格電圧の推奨値は，JIS Z 8601 に規定する基本数列 R5 の標準数と一致している。その他の値が必要

な場合は，基本数列 R10 の標準数から選定する。 

コンデンサに印加する電圧は，直流電圧に重畳した交流電圧の波形の電圧ピーク値，又は交流電圧のピ

ーク間の電圧のいずれか大きい値で，その値は，定格電圧以下とする。 
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4.2.3 カテゴリ電圧（UC） 

カテゴリ上限温度が 125 ℃以下のコンデンサ場合，カテゴリ電圧は，定格電圧と同じである。カテゴリ

上限温度が 125 ℃を超える場合，又は定格電圧が 500 V を超える場合のカテゴリ電圧は，個別規格に規定

する。 

定格電圧が 16 V 以下で定格温度が 85 ℃の高容量コンデンサの，カテゴリ上限温度 125 ℃でのカテゴ

リ電圧の推奨値は，表 1 による。 

 

表 1－カテゴリ電圧の推奨値 

UR V 2.5 4 6.3 10 16 

UC V 1.6 2.5 4 6.3 10 

注記 UCの数値は，次の式で算出している。 

UC = 0.63 x UR 

 

4.2.4 公称静電容量及びその許容差の推奨値 

4.2.4.1 公称静電容量の推奨値 

公称静電容量は，JIS C 60063 に規定する E3，E6，E12 の標準数列から選定することが望ましい。 

4.2.4.2 公称静電容量許容差の推奨値 

公称静電容量許容差の推奨値を，表 2 に示す。 

 

表 2－公称静電容量許容差の推奨値 

標準数列 許容差 記号 

 %  

E3 及び E6 −20/+80 Z 

 −20/+50 S 

E6 ±20 M 

E6 及び E12 ±10 K 

 

4.2.5 静電容量の温度特性 

表 3 に，基準温度 20 ℃の場合の，直流電圧を印加する及び印加しないときの温度特性を示す。また，

サブクラスをコード化する手法についても説明する。例えば，-55 ℃ ～+125 ℃の温度領域で直流電圧を

印加せずに±20 %の変化率をもつ誘電体をクラス 2C1 の誘電体と定義する。基準温度 25 ℃の場合の，温

度特性，カテゴリ温度と対応する記号は附属書 C による。誘電体の温度特性での温度範囲は，カテゴリ温

度範囲と等しい。 
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表 3－静電容量の温度特性 

サブ

クラス

文字記

号 

20 ℃での静電容量に対するカテゴリ温

度範囲内の大静電容量変化を，直流電圧

印加の有無で測定 

% 

カテゴリ温度範囲及びその数字記号 

−55/+

150 

℃ 

−55/+

125 

℃ 

−55/+

85 

℃ 

−40/+

85 

℃ 

−25/+

85 

℃ 

+10/+

85 

℃ 

直流電圧印加なし 直流電圧印加あり  0 1 2 3 4 6 

2B ±10 

個別規格に規定す

る要求事項 

      

2C ±20       

2D +20/−30       

2E +22/−56       

2F +30/−80       

2R ±15       

カテゴリ上限温度が 125 ℃を超える場合，直流電圧を印加する場合及び印加しない場合の両方について，静

電容量の変化の許容値を個別規格に規定することが望ましい。 

注記 基準温度 25 ℃に対する温度特性の推奨値は，附属書 C に規定している。 

注 a) 印加する直流電圧は，定格電圧又は個別規格に規定する電圧のいずれかである。 

 

4.2.6 寸法 

寸法記号及び規定に関する指針は，附属書 A による。 

寸法の詳細は，個別規格に規定する。 

5 試験及び測定方法 

5.1 一般事項 

この箇条は，JIS C 5101-1:2023 の箇条 5～箇条 10 の規定を補足する。 

5.2 特別な前処理 

特別な前処理は，個別規格に条件の規定がない場合，この規格で或る試験前又は一連試験前に要求があ

る場合には，次の条件で行う。 

カテゴリ上限温度又は個別規格に規定してもよい，より高い温度に 1 時間さらす。その後，測定及び試

験に用いる標準大気条件で 24 時間±1 時間の後処理を行う。 

注記 磁器コンデンサ種類 2 の静電容量には，時間経過とともに指数関数的に減少するエージング現象

がある。ただし，コンデンサを誘電体のキュリー温度を超える温度で熱すると，例えば，エージ

ングで減少した静電容量が回復し，脱エージングが起こる。コンデンサが冷やされると，そのと

きから，再度エージングが開始する。 

特別な前処理を行うことは，コンデンサの前歴の影響を与えない状態にすることを目的として

いる（詳細は B.4 参照）。 

5.3 測定条件 



6 

C 5101-22：0000 (IEC 60384-22：2024) 

著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。 

JIS C 5101-1:2023 の 5.2.1 による。 

5.4 取付け 

JIS C 5101-1:2023 の 5.5 による。 

5.5 外観及び寸法 

5.5.1 一般事項 

外観及び寸法の検査は，5.5.2 及び 5.5.3 にほか，JIS C 5101-1:2023 の 7.1 による。 

5.5.2 外観検査 

外観は，倍率約 10 倍の拡大鏡並びに供試品及び要求する品質水準に適切な照明を用いて検査する。試験

片が非常に小さいときは，より高い倍率で外観検査を行ってもよい。 

検査員には，適切な測定装置に加えて直接又は間接照明の設備を用意することが望ましい。 

5.5.3 要求事項 

5.5.3.1 一般事項 

5.5.3.2～5.5.3.4 の数値での要求事項は，個別規格に規定又は製造業者の仕様書で指定してもよい。 

5.5.3.2 磁器部についての要求事項 

コンデンサの磁器部の要求事項は，次による。 

a) コンデンサの性能を損なわない表面の小さな損傷を除いて，ひび割れ又は亀裂がない。（図 1 及び図 2

参照）。 
 

図 1－不適合：クラック又は亀裂 

 
 

注記 一つの側面にある又は一つの面から角を越えて他の面に伸びているクラック又は亀裂

を示している。 

図 2－不適合：クラック又は亀裂 
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b) コンデンサの層間に目に見える分離又は剝離がない（図 3 参照）。 

 

 

 

  

図 3－不適合：層間の分離又は剝離 

 

c) 二つの端子電極間に内部電極の露出がない（図 4 参照）。 

 

 

 

  

図 4－不適合：内部電極の露出 

 

d) セラミックス素地には，それらの間の最短間隔（附属書 A，寸法 L4参照）に等しい二つの隣り合う端

子間の中央区域に導電性の汚れ［金属化，すず（錫）めっきなど］がない。 

5.5.3.3 金属化部についての要求事項 

コンデンサの金属化部の要求事項は，次による。 

a) 金属化電極面には，目に見える電極切れがなく，かつ，いかなる内部電極の露出もあってはならない

（図 4 参照）。 

b) 図 5 の記号 A，記号 B 及び記号 C は主要な面とし，正方形の断面をもつコンデンサの場合は，面 D 及

び面 E もまた主要面とみなす。 

各主要面上の金属化していない電極部の最大面積は，それぞれの電極面の 15 %以下とする。金属化して

いない部分は，一か所に集中してはならない。金属化していない部分では二つの主要りょう（稜），又は正

方形の断面をもつコンデンサでは四つの主要りょう（稜）の機能に，影響を与えてはならない。めっきな

どの電極表面処理層の付着していない部分は，主要りょう（稜）の全長の 25 %以下とする。 
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図 5－主要面 

 

5.6 電気的試験 

5.6.1 静電容量 

5.6.1.1 一般事項 

静電容量は，5.6.1.2 及び 5.6.1.3 によるほか，JIS C 5101-1:2023 の 6.3 による。 

5.6.1.2 測定条件 

表 4 による。ただし，個別規格にその他の規定がある場合を除く。 

表 4－測定条件 

公称静電容量 定格電圧 

UR
 

周波数 測定電圧 

V（実効値） 

判定に疑義が生じた

場合の測定電圧 

V（実効値） 

CN＜100 pF a) 1 MHz 1.0±0.2 1.0±0.02 

100 pF≦CN≦10 F UR＞6.3 V 1 kHz 1.0±0.2 1.0±0.02 

UR≦6.3 V 1 kHz 0.5±0.2 0.5±0.02 

CN＞10 F a) 100 Hz 又は 120 Hz 0.5±0.2 0.5±0.02 

注 a) 全ての定格電圧（UR） 

 

5.6.1.3 要求事項 

プリント基板に取り付けない状態で測定した静電容量値は，公称静電容量値に対して，規定の許容差内

とする。 

群 3 に規定するプリント基板に取り付けた状態での測定値は，その後に実施する試験の初期値として用

いる。 

静電容量値の判定は，個別規格に規定がない場合，附属書 B に従って 1 000 時間のエージング後の容量

値を算出して行う。 

5.6.2 誘電正接（tan ） 

5.6.2.1 一般事項 
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誘電正接は，5.6.2.2 及び 5.6.2.3 によるほか，JIS C 5101-1:2023 の 6.4 による。 

5.6.2.2 測定条件 

測定条件は，5.6.1 による。測定装置の確度は，測定誤差を 1×10-3以下とする。 

5.6.2.3 要求事項 

プリント基板に取り付けない状態で測定した誘電正接値は，表 5 に規定する値以下とする。 

表 5－誘電正接の許容値 

規定点温度(温度規定点) 定格電圧 

UR 

サブクラス 誘電正接 

20 ℃ 

UR ≧ 10 V 全サブクラス(subclass)コード 
0.035 又は個別規格に規定され

る値を超えないこと 

UR < 10 V 

2B，2C，2R 0.1 

2D，2E 0.15 

2F 0.2 

25 ℃ 

UR ≧ 10 V 全サブクラス(subclass)コード 
0.035 又は個別規格に規定され

る値を超えないこと 

UR< 10 V 

R 0.1 

S 0.1 

T 0.15 

U 0.15 

注記 サブクラスの記号は，4.2.5 及び附属書 C を参照。 

プリント基板取付け後の群 3 での誘電正接の測定値は，その後に実施する試験の初期値として用いる。 

5.6.3 絶縁抵抗 

5.6.3.1 一般事項 

絶縁抵抗は，5.6.3.2～5.6.3.4 によるほか，JIS C 5101-1:2023 の 6.1 による。 

5.6.3.2 試験の準備 

試験に先立って，コンデンサ表面の汚れを取り除き，入念に清浄する。 

試験槽の中でも，また，試験後の測定中でも，コンデンサ表面を清浄に維持するように注意する。測定

の前にコンデンサを完全に放電し，絶縁抵抗は端子間で測定する。 

5.6.3.3 測定条件 

次によるほか，JIS C 5101-1:2023 の 6.1.2 による。 

定格電圧が 1 kV 以下の場合の測定電圧は，定格電圧を超えない任意の電圧としてもよい。ただし，判定

に疑義が生じた場合の測定電圧は，定格電圧とする。定格電圧が 1 kV を超える場合，判定に疑義が生じた

場合の測定電圧は 1 kV とする。 

絶縁抵抗（Ri）は，電圧を 60 秒±5 秒間印加した後に測定する。 

ロットごとの品質確認検査（群 A）では，絶縁抵抗の値が規定値を超えた時点で判定し，時間を短縮し
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てもよい。 

電源の内部抵抗とコンデンサの公称静電容量との積は，個別規格に規定がない場合，1 秒以下とする。 

充電電流は，0.05 A 以下とする。また，定格電圧が 1 kV 以上のコンデンサの場合，充電電流の下限値を

個別規格に規定してもよい。 

5.6.3.4 要求事項 

絶縁抵抗は，次の要求事項を満足しなければならない。 

－ CN≦25 nF の場合，Ri≧4 000 MΩ 

－ CN＞25 nF の場合，Ri×CN≧100 s 

5.6.4 耐電圧 

5.6.4.1 一般事項 

耐電圧は，5.6.4.2～5.6.4.4 によるほか，JIS C 5101-1:2023 の 6.2 による。 

5.6.4.2 試験条件 

充電抵抗 R1と公称静電容量 Cxとの積は，1 秒以下とする。 

注記 R1は，電源の内部抵抗を含む充電抵抗である。JIS C 5101-1:2023 の 6.2.2 参照。 

充電電流は，0.05 A 以下とする。 

定格電圧が 1 kV 以上のコンデンサの場合は，充電電流の下限値を個別規格に規定してもよい。コンデン

サをフラッシオーバから保護するため，適切な絶縁媒体の中で試験を実施してもよい。 

5.6.4.3 試験電圧 

表 6 に規定する試験電圧を，6.1.3 及び JIS C 5101-1:2023 の表 3 に規定する測定点に印加し，品質認証

試験では 1 分間，ロットごとの品質確認検査では 1 秒間印加する。 

表 6－試験電圧 

定格電圧 

V 

試験電圧 

V 

UR≦100 2.5 UR 

100＜UR≦200 1.5 UR＋100 

200＜UR≦500 1.3 UR＋100 

500＜UR＜1 000 1.3UR 

UR≧1 000 1.2 UR 

5.6.4.4 要求事項 

試験中に絶縁破壊又はフラッシオーバがあってはならない。 

5.6.5 インピーダンス（個別規格で適用する場合） 

5.6.5.1 一般事項 
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インピーダンスは，5.6.5.2 及び 5.6.5.3 によるほか，JIS C 5101-1:2023 の 4.10 による。 

5.6.5.2 測定条件 

測定周波数：100 kHz, 許容差は±10 % 

5.6.5.3 要求事項 

個別規格による。 

5.6.6 等価直列抵抗（ESR）（個別規格で適用する場合） 

5.6.6.1 一般事項 

等価直列抵抗（ESR）は，5.6.6.2 及び 5.6.6.3 によるほか，JIS C 5101-1:2023 の 6.4.2 による。 

5.6.6.2 測定条件 

測定周波数：100 kHz, 許容差は±10 % 

5.6.6.3 要求事項 

等価直列抵抗（ESR）は，個別規格による。 

5.7 静電容量の温度特性（基準温度 20 ℃） 

5.7.1 特別な前処理 

試験での抵抗値変化の限界は，6.2 による。 

5.7.2 測定条件 

5.7.2 によるほか，JIS C 5101-1:2023 の 6.8.1 による。 

コンデンサは，取付けしないで，表 7 の測定段階及び条件で，静電容量を測定する。 

基準温度 25 ℃ の場合の測定段階及び条件は，附属書 C による。 
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表 7－測定条件の詳細 

測定段階 温度 直流電圧の印加 

 ℃ − 

1 20 ± 2 － 

2 TA
 a)± 3 － 

3 20 ± 2 － 

4 TB b) ± 2 － 

5 TB ± 2 〇 

6 20 ± 2 〇 

7 TA ± 3 〇 

8 20 ± 2 － 

4.2.5 の要件を満たすことを保証するために，中間温度で測定を行ってもよい。 

基準静電容量は手順 3 で測定した静電容量である。 

5.2 の注記に記載の影響（エージング）によって，直流電圧を印加した状態で，測定段階 5 から測定段階 7 までの

温度の測定値は，時間依存性がある。規定する静電容量変化には，この時間依存性を含む。最初と最後との測定，

すなわち，測定段階 1 と測定段階 8 との静電容量変化は，経時変化（エージング）である。直流電圧を印加した測

定結果について疑義がある場合は，直流電圧を印加して，基準温度，すなわち，測定段階 5 から測定段階 7 までの

測定の時間間隔を一定にして測定することを，受渡当事者間で合意することを推奨する（JIS C 5101-1:2023 の 6.8.1.3

を参照）。 

注記 “－”は直流電圧がかかっていないことを示す。 

“〇”は，直流電圧の印加を表す（個別規格に規定する場合）。 

 

注 a) TA =カテゴリ下限温度 

注 b) TB =カテゴリ上限温度 

 

5.7.3 要求事項 

直流電圧を印加した場合及び印加しない場合の温度特性は，表 3 の値以下とする。静電容量の変動率は

JIS C 5101-1:2023 の 6.8.3.1 に従って算出する。 

5.8 固着性 

次によるほか，JIS C 5101-1:2023 の 7.7 による。 

押し力は，1 N，2 N，5 N 又は 10 N から選定し，個別規格に規定する。 

5.9 耐プリント基板曲げ性 

5.9.1 一般事項 

JIS C 5101-1:2023 の 7.8 による。 

個別規格に規定がない場合は，次による。 

－ 曲げ深さ D は，1 mm，2 mm 又は 3 mm から選定する。ただし，コンデンサが非常に堅牢な設計の場

合，より大きい曲げ深さを個別規格に規定してもよい。 
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－ 曲げ回数は，1 回とする。 

－ 曲げジグの曲率半径は，5 mm とする。 

－ 曲げ深さ D が 2 mm 以下の場合，曲率半径が 230 mm の曲げジグを用いてもよい。 

－ 曲げ状態の保持時間は，5 秒間とする。 

寸法記号 1005M 又はより小さい寸法のコンデンサの場合，試験基板の厚さは 0.8 mm が望ましい。 

5.9.2 初期測定 

静電容量を，5.6.1 及び個別規格の規定によって測定する。 

5.9.3 最終測定 

コンデンサの外観を検査する。外観に損傷があってはならない（5.5.2 参照）。 

プリント基板を曲げた状態での静電容量の変化は，10 %以下とする。 

5.10 はんだ耐熱性 

5.10.1 一般事項 

JIS C 60068-2-58:によるほか，この規格の 5.10.2～5.10.6 による。 

5.10.2 特別な前処理 

5.2 による。 

5.10.3 初期測定 

静電容量を 5.6.1 に従って測定する。 

5.10.4 試験条件 

5.10.4.1 はんだ槽法（寸法記号 1608M，2012M 及び 3216M に適用） 

注記 寸法記号は，表 A.1 参照。 

個別規格に規定がない場合は，次によるほか，JIS C 60068-2-58 の試験 Td2の方法 1（はんだ槽法）によ

る。 

－ 試料は，温度 110 ℃～140 ℃で，30 秒～60 秒間の予備加熱を実施する。 

－ はんだ合金：Sn-Pb 又は Sn-Ag-Cu 

－ はんだ温度：260 ℃±5 ℃ 

－ 浸せき時間：10 秒±1 秒間 

－ 浸せき深さ：10 mm 

－ 浸せき回数：1 回 

5.10.4.2 リフロー法（赤外線及び熱風方式） 

次によるほか，JIS C 60068-2-58:2020 の試験 Td2の方法 2（リフロー法）による。 
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a) ソルダペーストを試験基板に塗布する。 

b) ソルダペーストの塗布厚さは，個別規格の規定による。 

c) 試料の端子をソルダペーストの上に載せる。 

d) はんだ合金：Sn-Pb はんだの場合 

個別規格に規定がない場合は，試験基板上の試料を，赤外線及び熱風方式で，温度 150 ℃±10 ℃

で 60 秒～120 秒間の予備加熱を実施する。 

試料の温度が 235 ℃±5 ℃に達するまで，速やかに上昇させ，10 秒±1 秒間保持する。 

e) はんだ合金：Sn-Ag-Cu はんだの場合 

個別規格に規定がない場合，リフロー温度プロファイルは，表 8 及び図 6 による。 

 

表 8－Sn-Ag-Cu はんだのリフロー温度プロファイル 

はんだ合金 T1 T2 t1 T3 t2 T4 t3 

℃ ℃ s ℃ s ℃ s 

鉛フリーはんだ

（Sn-Ag-Cu） 

試

験 
150 ± 5 180 ± 5 120 ± 5 220 60～90 250 

T4－5 K で

20～40 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 6－リフロー温度プロファイル 

f) 試験の回数：個別規格に規定がない場合，1 回とする。 

g) 個別規格には，d)又は e)の温度プロファイルを規定する。 

5.10.5 後処理 

コンデンサは，測定及び試験に用いる標準大気条件に，24 時間±2 時間放置する。 

フラックス残さ（渣）は，適切な溶剤で取り除く。 
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5.10.6 最終検査，測定及び要求事項 

コンデンサは，後処理後に外観検査を実施して，電気的性能を測定し，次の要求事項を満足しなければ

ならない。 

通常の照明の下で，約 10 倍の拡大鏡で検査したとき，クラックなどの損傷があってはならない（5.5.2 参

照）。 

端面の金属化電極部の溶融（はんだ食われ）は，主要りょう（稜）の全長の 25 %以下とする。個別規格

には，さらに詳細な要求事項を規定してもよい。 

静電容量を 5.6.1 によって測定し，その変化は表 9 に規定する値以下とする。 

 

表 9－最大静電容量変化 

基準温度 20 ℃ 

サブクラス 要求事項 

2B，2C ±10 % 

2D 及び 2R ±15 % 

2E 及び 2F ±20 % 

注記 サブクラスの記号は，4.2.5 を参照。 

基準温度 25 ℃ 

サブクラス 要求事項 

R ±10 % 

S ±10 % 

T ±15 % 

U ±20 % 

注記 サブクラスの記号は，表 C.2 を参照。 

 

5.11 はんだ付け性 

5.11.1 一般事項 

はんだ付け性は，5.11.2～5.11.4 によるほか，JIS C 60068-2-58 による。 

5.11.2 試験条件 

5.11.2.1 はんだ槽法（寸法記号 1608M，2012M 及び 3216M に適用） 

注記 寸法記号は，表 A.1 参照。 

個別規格に規定がない場合は，次によるほか，JIS C 60068-2-58 の試験 Td1の方法 1（はんだ槽法）によ

る。 

－ 試料は，温度 80 ℃～140 ℃で，30 秒～60 秒間の予備加熱を実施する。 

－ はんだ合金： Sn-Pb  Sn-Ag-Cu 

－ はんだ温度： 235 ℃±5 ℃ 245 ℃±5 ℃ 

－ 浸せき時間： 2 秒±0.2 秒間 3 秒±0.3 秒間 
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－ 浸せき深さ： 10 mm  10 mm 

－ 浸せき回数： 1 回  1 回 

5.11.2.2 リフロー法（赤外線及び熱風方式） 

次によるほか，JIS C 60068-2-58 の試験 Td1の方法 2（リフロー法）による。 

a) ソルダペーストを試験基板に塗布する。 

b) ソルダペーストの塗布厚は，個別規格の規定による。 

c) 試料の端子をソルダペーストの上に載せる。 

d) はんだ合金：Sn-Pb はんだの場合 

個別規格に規定がない場合は，試験基板上の試料を，赤外線及び熱風方式で，温度 150 ℃±10 ℃

で 60 秒～120 秒間の予備加熱を実施する。 

試料の温度が 215 ℃±3 ℃に達するまで，速やかに上昇させ，10 秒±1 秒間保持する。 

e) はんだ合金：Sn-Ag-Cu はんだの場合 

個別規格に規定がない場合は，試験基板上の試料を，赤外線及び熱風方式で，温度 150 ℃±5 ℃か

ら 180 ℃±5 ℃まで 60 秒～120 秒間の予備加熱を実施する。 

試料の温度が 235 ℃±3 ℃に達するまで，速やかに上昇させ，温度 225 ℃以上に 20 秒±5 秒間保

持する。 

f) 個別規格には，d)又は e)の温度プロファイルを規定する。 

5.11.3 後処理 

フラックス残さ（渣）は適切な溶剤で取り除く。 

5.11.4 最終検査，測定及び要求事項 

コンデンサは，通常の照明の下で約 10 倍の拡大鏡で検査したとき，損傷があってはならない（5.5.2.参

照）。 

端子又は電極の表面部分は，ピンホール，ぬれ不良及びはんだはじきが少なく，はんだが良好に付着し

ていなければならない。これらの不完全な部分は，1 か所に集中してはならない。 

個別規格は，更なる要求事項を規定してもよい。 

5.12 温度急変 

5.12.1 一般事項 

この試験は，カテゴリ温度範囲が 110 ℃を超えるコンデンサに適用する。 

温度急変は，5.12.2～5.12.5 によるほか，JIS C 5101-1:2023 の 8.1 による。 

コンデンサは，5.4 によってプリント基板に取り付ける。 

5.12.2 特別な前処理 

5.2 による。 
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5.12.3 初期測定 

静電容量を 5.6.1 に従って測定する。 

5.12.4 サイクル数 

サイクル数は，5 回とする。 

カテゴリ下限温度及びカテゴリ上限温度に放置する時間は，30 分間とする。 

5.12.5 後処理 

コンデンサは，測定及び試験に用いる標準大気条件に，24 時間±2 時間放置する。 

5.12.6 最終検査，測定及び要求事項 

コンデンサの外観を検査する。外観の損傷があってはならない（5.5.2.参照）。 

静電容量は 5.6.1 に従って測定し，変化が表 10 の数値を超えてはならない。 

 

表 10－最大静電容量変化 

基準温度 20 ℃ 

サブクラス 要求事項 

2B，2C ±10 % 

2D 及び 2R ±15 % 

2E 及び 2F ±20 % 

注記 サブクラスの記号は，4.2.5 を参照。 

基準温度 25 ℃ 

サブクラス 要求事項 

R ±10 % 

S ±10 % 

T ±15 % 

U ±20 % 

注記 サブクラスの記号は，表 C.2 を参照。 

 

5.13 一連耐候性 

5.13.1 一般事項 

一連耐候性は，5.13.2～5.13.8 によるほか，JIS C 5101-1:2023 の 8.2 による。 

5.13.2 特別な前処理 

5.2 による。 

5.13.3 初期測定 

静電容量を 5.6.1 に従って測定する。 
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5.13.4 高温 

JIS C 5101-1:2023 の 8.2.3 による。 

5.13.5 温湿度サイクル(試験 Db)，最初のサイクル 

JIS C 5101-1:2023 の 8.2.4 による。 

5.13.6 低温 

低温は，次によるほか，JIS C 5101-1:2023 の 8.2.5 による。 

コンデンサは，外観検査を検査する。外観に損傷があってはならない。 

5.13.7 温湿度サイクル（試験 Db），残りのサイクル 

5.13.7.1 一般事項 

温湿度サイクル（試験 Db），残りのサイクルは，5.13.7.2 及び 5.13.7.3 によるほか，JIS C 5101-1:2023 の

8.2.7 による。 

5.13.7.2 試験条件 

電圧は，印加しない。 

残りのサイクルは，表 11 による。 

表 11－温湿度サイクル，残りのサイクル数 

耐候性カテゴリ 24 時間のサイクル数 

－/－/56 5 

－/－/21 1 

－/－/10 1 

－/－/04 0 

5.13.7.3 後処理 

コンデンサは，測定及び試験に用いる標準大気条件に，24 時間±2 時間放置する。 

 

5.13.8 最終検査，測定及び要求事項 

コンデンサの外観を検査する。外観の損傷があってはならない（5.5.2 参照）。 

コンデンサは，電気的性能を測定し，表 12 の要求事項を満足しなければならない。 

試験後の静電容量値が，表 12 に規定する許容値の最低値よりも低い場合は，その他の性能を測定後に

5.2 の特別な前処理を実施し，再度静電容量値を測定したとき，表 12 の要求事項を満足しなければならな

い。 

  



19 

C 5101-22：0000 (IEC 60384-22：2024) 

著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。 

表 12－最終検査，測定及び要求事項 

測定 

測定 要求事項（基準温度 20 ℃） 

条件 サブクラス サブクラス サブクラス サブクラス 

 
2B，2C 2D 及び 2R 2E 2F 

静電容量 5.6.1 ΔC/C ≦±10 % ΔC/C≦±15 % ΔC/C ≦± 20 % ΔC/C ≦± 30 % 

誘電正接 5.6.2 ≦ 2×5.6.2 の規定値 

絶縁抵抗 5.6.3 
Ri≧1 000 MΩ又は Ri×CN≧25 s 

（二つの値のいずれか小さい方） 

注記 サブクラス記号の説明については，4.2.5 を参照。 

測定 

測定 要求事項（基準温度 25 ℃） 

条件 サブクラス サブクラス サブクラス サブクラス 

 
R S T U 

静電容量 5.6.1 ΔC/C ≦±10 % ΔC/C ≦±10 % ΔC/C ≦±15 % ΔC/C ≦± 20 % 

誘電正接 5.6.2 ≦ 2×（5.6.2 の値） 

絶縁抵抗 5.6.3 
Ri≧1 000 MΩ又は Ri×CN≧25 s 

（二つの値のいずれか小さい方） 

注記 サブクラス記号の説明については，表 C.2 を参照。 

5.14 高温高湿(定常) 

5.14.1 一般事項 

高温高湿(定常)は，5.14.2～5.14.6 ほか，JIS C 5101-1:2023 の 8.3 による。 

コンデンサは 5.4 に従ってプリント基板に取り付ける。 

5.14.2 特別な前処理 

5.2 による。 

5.14.3 初期測定 

静電容量を 5.6.1 に従って測定する。 

5.14.4 試験条件 

個別規格に規定がない場合は，電圧は印加しない。 

試験の厳しさは，表 13 及び個別規格に規定する試験条件から選定することが望ましい。 

試験期間は，4.1 に従って選定することが望ましく，個別規格に規定する。 

表 13－高温高湿(定常)の試験条件 

試験の厳しさの程度 温度 

℃ 

相対湿度 

% 

1 +85 ± 2 85 ± 3 

2 +60 ± 2 93 ± 3 

3 +40 ± 2 93 ± 3 
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電圧印加の規定がある場合は，試料の半数は定格電圧を印加し，その他の半数は印加しない。 

高温高湿（定常）試験後に槽から取り出し，15 分間以内に耐電圧試験を 5.6.4 によって実施する。ただ

し，この場合の電圧は，定格電圧とする。 

安全上の理由によって，定格電圧 1 kV 以上のコンデンサは，別の電圧印加条件を個別規格に規定しても

よい。 

5.14.5 後処理 

コンデンサは，測定及び試験に用いる標準大気条件に，24 時間±2 時間放置する。 

5.14.6 最終検査，測定及び要求事項 

コンデンサの外観を検査する。外観の損傷があってはならない(5.5.2 参照）。 

コンデンサは電気的性能を測定し，表 14 に規定する要求性能を満足しなければならない。 

試験後の静電容量値が規定の最低値よりも低い場合は，その他の性能を測定後に 5.2 に規定する特別な

前処理を行い，その後に静電容量を再測定したとき，表 14 に規定する要求事項を満足しなければならな

い。 

表 14－最終検査，測定及び要求事項 

測定項目 測定条件 要求事項（基準温度 20 ℃） 

サブクラス 2B，

2C 

サブクラス 2D 

及び 2R 

サブクラス 2E サブクラス 2F 

静電容量 5.6.1 による。 ΔC/C ≦±10 % ΔC/C≦±15 % ΔC/C ≦± 20 % ΔC/C ≦± 30 % 

誘電正接 5.6.2 による。 ≦ 2×値 5.6.2 

絶縁抵抗 5.6.3 による。 
Ri≧1 000 MΩ又は Ri×CN≧25 s 

（二つの値のいずれか小さい方） 

注記 サブクラス記号の説明については，4.2.5 を参照。 

測定項目 測定条件 

要求事項（基準温度 25 ℃） 

サブクラス R サブクラス S サブクラス T サブクラス U 

静電容量 5.6.1 による。 ΔC/C ≦±10 % ΔC/C ≦±10 % ΔC/C ≦±15 % ΔC/C ≦± 20 % 

誘電正接 5.6.2 による。 ≦ 2×（5.6.2 の値） 

絶縁抵抗 5.6.3 による。 
Ri≧1 000 MΩ又は Ri×CN≧25 s  

（二つの値のいずれか小さい方） 

注記 サブクラス記号の説明については，表 C.2 を参照。 

5.15 耐久性 

5.15.1 一般事項 

耐久性は，5.15.2～5.15.6 によるほか，JIS C 5101-1:2023 の 8.5 による。 

コンデンサは，5.4 に従ってプリント基板に取り付ける。 

5.15.2 特別な前処理 
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5.2 による。 

5.15.3 初期測定 

静電容量を 5.6.1 に従って測定する。 

5.15.4 試験条件 

カテゴリ電圧と定格電圧とが等しい場合，表 15 に規定する条件で試験を実施する。 

表 15－耐久性の試験条件（UC＝URの場合） 

項目 UR 

V 

UR≦200 200＜UR≦500 UR＞500 

温度 カテゴリ上限温度 

直流電圧 V 1.5UR 1.3UR 1.2UR 

試験時間 h 1 000 1 500 2 000 

カテゴリ電圧と定格電圧とが等しくない場合，表 16 に規定する条件で試験を実施する。 

表 16－耐久性の試験条件（UC＝URでない場合） 

項目 UR 

V 

UR UR≦200 200＜UR≦500 UR＞500 

温度 TR TB TR TB TR TB 

直流電圧 V 1.5UR 1.5UC 1.3UR 1.3UC 1.2UR 1.2UC 

試験時間 h 1 000 1 500 2 000 

試料 2 分割 2 分割 2 分割 

TR：定格温度 

TB：85 ℃を超えるカテゴリ上限温度（100 ℃など） 

5.15.5 後処理 

コンデンサは，測定及び試験に用いる標準大気条件に，24 時間±2 時間放置する。 

5.15.6 最終検査，測定及び要求事項 

コンデンサの外観を検査する。外観の損傷があってはならない（5.5.2 参照）。 

コンデンサは，電気的性能を測定し，表 17 の要求事項を満足しなければならない。 

試験後の静電容量値が，表 17 に規定する許容値の最低値よりも低い場合は，その他の性能を測定後に

5.2 の特別な前処理を実施し，再度静電容量値を測定したとき，表 17 の要求事項を満足しなければならな

い。 
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表 17－最終検査，測定及び要求事項 

測定項目 測定条件 要求事項（基準温度 20 ℃） 

サブクラス 2B，

及び 2C 

サブクラス 2D 

及び 2R 

サブクラス 2E サブクラス 2F 

静電容量 5.6.1 による。 ΔC/C ≦±10 % ΔC/C≦±15 % ΔC/C ≦± 20 % ΔC/C ≦± 30 % 

誘電正接 5.6.2 による。 ≤ 2×値 5.6.2 

絶縁抵抗 5.6.3 による。 
Ri≧2 000 MΩ又は Ri×CN≧50 s 

（二つの値のいずれか小さい値） 

注記 サブクラス記号の説明については，4.2.5 を参照。 

測定項目 測定条件 
要求事項（基準温度 25 ℃） 

サブクラス R サブクラス S サブクラス T サブクラス U 

静電容量 5.6.1 による。 ΔC/C ≦±10 % ΔC/C ≦±10 % ΔC/C ≦±15 % ΔC/C ≦± 20 % 

誘電正接 5.6.2 による。 ≦ 2×（5.6.2 の値） 

絶縁抵抗 5.6.3 による。 
Ri≧2 000 MΩ又は Ri×CN≧50 s  

（二つの値のいずれか小さい値） 

注記 サブクラス記号の説明については，表 C.2 を参照。 

 

5.16 端子強度(板端子をもつコンデンサに適用) 

5.16.1 一般事項 

端子強度は，5.16.2 及び 5.16.3 によるほか，JIS C 5101-1:2023 の 7.3 による。 

5.16.2 試験条件 

個別規格に規定がない場合は，次の試験条件による。 

－ 試験 Ua1（引張強さ）：       力：2.5 N 

－ 試験 Ub（曲げ強さ），方法 1：力：2.5 N 

－ 曲げ回数： 1 回 

5.16.3 最終測定及び要求性能 

コンデンサは，外観検査を実施し，目に見える損傷があってはならない。 

5.17 部品の耐溶剤性(適用する場合) 

JIS C 5101-1:2023 の 9.4 による。 

5.18 表示の耐溶剤性(適用する場合) 

JIS C 5101-1:2023 の 9.5 による。 

5.19 加速耐湿性（定常）（適用する場合） 

5.19.1 一般事項 

加速高温高湿（定常）は，5.19.2～5.19.5 によるほか，JIS C 5101-1:2023 の 8.9 による。 
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コンデンサは，5.4 及び JIS C 5101-1:2023 の 8.9.1 によってプリント基板に取り付ける。 

コンデンサの半数は，100 kΩ±10 %の抵抗器と直列に接続し，残りの半数は 6.8 kΩ±10 %の抵抗器と直

列に接続する。 

5.19.2 初期測定 

コンデンサと抵抗器とを直列に接続し，その両端に 1.5 V±0.1 V の電圧を印加し，コンデンサの絶縁抵抗

値を測定する 

直列抵抗器を含む絶縁抵抗値は，表 18 による。 

 

表 18－初期要求事項 

測定項目 測定条件 要求事項 

絶縁抵抗 1.5 V±0.1 V 

100 kΩの抵抗器に接続 
CN ≤ 25 nF: Ri ≥ 4 000 MΩ 

CN > 25 nF: (Ri − 100 kΩ） × CN ≥ 100 s 

6.8 kΩ抵抗器に接続 
CN ≤ 25 nF: Ri ≥ 4 000 MΩ 

CN > 25 nF: (Ri − 6.8 kΩ） × CN ≥ 100 s 

 

5.19.3 試験条件 

抵抗器を接続したコンデンサは，温度 85 ℃±2 ℃，相対湿度（85±3）%の条件で表 19 に規定する試験

時間放置する。100 kΩ の抵抗器を接続したコンデンサ及び 6.8 kΩ の抵抗器を接続したコンデンサに，表

19 に規定する電圧を印加する。いずれの場合も印加する電圧は，コンデンサと抵抗器とを直列に接続した

端子間に印加する。 

コンデンサ又はプリント基板の表面が結露しないように注意する。試験中に湿度が下がる前に扉を開け

ると，このようなことが起こる場合がある。 

表 19－試験条件 

抵抗器 印加電圧 試験時間 

100 kΩ 1.5 V±0.1 V 又は個別規格に規定する電圧 168 h，500 h 又は 1 000 h とし，個別

規格の規定による。 6.8 kΩ 50 V±0.1 V 若しくは URのいずれか低い電圧，又は個別規格

に規定する電圧 

 

5.19.4 後処理 

電圧の印加を停止し，コンデンサ及び抵抗器を試験槽から取り出して，標準試験状態で 22 時間～26 時

間放置する。 

5.19.5 最終測定 

コンデンサは，5.19.2 に従って絶縁抵抗を測定する。 

直列抵抗器を含む絶縁抵抗値は，5.19.2 に規定する値の 0.1 倍超とする。 
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6 表示 

6.1 一般事項 

表示は，6.2～6.6 によるほか，JIS C 5101-1:2023 の 4.3 による。 

6.2 表示項目 

表示する項目は，次の中から通常，選定される。表示の優先順位は，記載の順である。 

－公称静電容量 

－定格電圧〔直流電圧は，記号 ［IEC 60417-5031(2002-10)］又は  で表してもよい。〕 

－公称静電容量許容差 

－静電容量の温度特性［サブクラス記号］（4.2.5 又は附属書 C 参照） 

－製造年月又は製造年週 

－製造業者名又はその商標 

－耐候性カテゴリ 

－製造業者の形名 

－引用個別規格 

6.3 コンデンサ本体への表示 

一般的にコンデンサ本体に表示はしない。ただし，表示が可能な場合は，6.2 に規定する項目から選定

し，明瞭に表示する。また，コンデンサ本体への表示の重複は避けることが望ましい。 

6.4 表示の要求事項 

全ての表示は，明瞭で，かつ，指でこすって汚れたり消えてはならない。 

6.5 コンデンサの包装への表示 

コンデンサの包装には，6.2 の全項目を明瞭に表示する。 

6.6 表示の追加 

表示項目を追加する場合には，混乱しないように表示する。 

7 個別規格に規定する事項 

7.1 一般事項 

個別規格は，関連するブランク個別規格の様式による。 

個別規格は，品目別通則，品種別通則又はブランク個別規格の要求事項と同等又は高い水準とする。よ

り厳しい要求事項が含まれる場合は，試験計画に，例えば，アステリスク（*）を付けて明示する。 

7.2 に規定する事項は，より適切であれば，表形式で記載してもよい。 

個別規格に 7.2～7.5 の事項を規定し，引用する値は，この規格の該当する項目の中から選定することが
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望ましい。 

7.2 外形図及び寸法 

外形図及び寸法は，その他のコンデンサとの比較及び区別が容易になるように図示する。 

コンデンサの互換性及び取付けに影響する寸法及び寸法許容差は，個別規格に規定する。また，全ての

寸法は，ミリメートル（mm）で規定する。 

通常，本体の長さ，幅及び高さの寸法を規定する。必要がある場合で，例えば，幾つかの組合せ（寸法

及び公称静電容量と定格電圧との組合せ範囲）を個別規格に規定する場合は，寸法及び寸法許容差を図の

下に表で示す。 

形状が上記のコンデンサと異なる場合は，そのコンデンサを適切に表す寸法表示を個別規格に規定する。 

7.3 取付け 

個別規格には，通常に用いる場合の取付方法を規定する。試験及び測定のための取付方法（適用する場

合）は，5.4 による 

7.4 定格及び特性 

7.4.1 一般事項 

定格及び特性は，この規格の関連項目によるほか，7.4.2～7.4.4 による。 

7.4.2 公称静電容量範囲 

公称静電容量の範囲は，4.2.4.1 に従って規定する。 

個別規格の公称静電容量範囲と認証を受けた範囲とが異なるとき，次の記載事項を追加することが望ま

しい。“各定格電圧での公称静電容量の範囲は，品質認証電子部品一覧表（QPL）による。また，品質認証

電子部品一覧表（QPL）は，IEC オンラインサービス（https://certificates.iecq.org/）で参照可能である。” 

 

7.4.3 特殊な特性 

設計及び使用目的によって，特殊な特性が必要な場合は，追加規定してもよい。 

7.4.4 はんだ付け 

はんだ付け性及びはんだ耐熱性試験で適用する試験方法，厳しさ及び要求事項は，個別規格に規定する。 

7.5 表示 

コンデンサ及びその包装に対する表示項目は，個別規格に規定する。表示項目が箇条 6 と異なる場合は，

個別規格に明記する。 

8 品質評価手順 
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8.1 製造の初期工程 

製造の初期工程は，誘電体に内部電極を塗布したものの最初の焼成工程とする。 

8.2 構造的に類似なコンデンサ 

構造的に類似なコンデンサは，外形寸法及び定格値が異なる可能性があっても，類似の工程及び類似の

材料で製造したコンデンサとする。 

8.3 出荷対象ロットの成績証明書 

個別規格に規定がある場合で購入者から要求があるときは，JIS C 5101-12023 の Q.1.5 によって出荷対

象ロットの成績証明書を提出可能にしておく。耐久性試験後の要求事項は，静電容量の変化，誘電正接（tan 

）及び絶縁抵抗とする。 

8.4 品質認証 

8.4.1 一般事項 

品質認証試験手順は，JIS C 5101-1:2023 の Q.2 による。 

ロットごと及び定期品質試験に基づく品質認証の計画は，附属書 D による。定数抜取手順は，8.4.2 及び

8.4.3 の規定による。 

8.4.2 定数抜取手順に基づく品質認証 

定数抜取手順は，JIS C 5101-1:2023 の Q.2.4 の規定による。試料は，認証を得ようとする全てのコンデ

ンサの範囲を代表し，個別規格に規定する全ての範囲であっても，又はその一部でもよい。 

温度特性ごとに試料は，外形寸法の最大値及び最小値と，定格電圧の最高値及び最低値との 4 組合せと

し，それぞれの公称静電容量が最大のものを選定する。定格電圧が 5 種類以上の場合は，中間の定格電圧

についても試験をする。したがって，品質認証試験は，温度特性ごとに，4 組合せ又は 6 組合せ（公称静

電容量と定格電圧との組合せ）の試料が必要である。また，認証範囲で 3 組合せ以下の場合の試料数は，

4 組合せと同じ試料数とする。 

評価水準 EZ を適用する場合の予備試料は，次による。 

予備試料は，製造業者の責任でない事故による不適合品の置換え用として 1 組合せごとに 2 個（6 組合

せの場合）又は 3 個（4 組合せの場合）としてもよい。 

群 0 に規定する試料数は，全ての群の試験を適用する場合の試料数であり，全ての試験を適用しない場

合は，適用しない試験に応じて試料数を減らしてもよい。 

品質認証の試験計画に群を追加する場合，群 0 の試料数は，追加する群に必要な個数を追加する。 

品質認証試験の場合の各群又は副群の試料数及び合格判定数は，表 20 に示す。 

8.4.3 試験 

表 20 及び表 21 に規定する一連の試験は，個別規格に規定するコンデンサの品質認証に必要な試験であ

り，各群の試験は，規定の順に従って実施する。 
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全ての試料は，群 0 の試験を実施した後，その他の群に分割する。 

群 0 の試験で発生した不適合は，その他の群に用いてはならない。 

1 個のコンデンサが，一つの群内の試験で全て又は一部の試験項目で不適合となったとき，“1 個の不適

合品”と数える。 

判定では，各群又は副群での不適合品数がゼロの場合に，合格とする。 

表 20 及び表 21 は，定数抜取手順に基づく品質認証試験計画を構成している。表 20 は，各試験群に対す

る試験項目，試料数及び合格判定数の詳細を規定している。一方，表 21 は，箇条 5 に規定する試験の詳細

と合わせて，試験条件及び要求事項の要点の一覧を示すとともに，個別規格に選定する試験方法，試験条

件などを規定している。 

定数抜取手順に基づく品質認証の試験計画の試験条件及び要求事項は，個別規格に規定する品質確認検

査と同じとする。 
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表 20－品質認証試験の定数抜取試験計画 評価水準 EZ 

群又は副群の番号 試験項目 細分箇条番号 試料数 

n e) 

合格判定数 

c 

0 外観 5.5 132 + 24 f) 0 

寸法 5.5 

静電容量 5.6.1 

誘電正接 5.6.2 

絶縁抵抗 5.6.3 

耐電圧 5.6.4 

予備試料 － 12 － 

1A 端子強度 g) 5.16 12 0 

はんだ耐熱性 5.10 

部品の耐溶剤性 b) 5.17 

1B インピーダンス b) 5.6.5 12 0 

等 価 直 列 抵 抗 (Equivalent 

Series Resistance) b) 

5.6.6 

はんだ付け性 5.11 

表示の耐溶剤性 b) 5.18 

2 耐プリント基板曲げ性 d) 5.9 12 0 

3 a) 取付け 5.4 84 + 24 f) 0 c) 

外観 5.5 

静電容量 5.6.1 

誘電正接 5.6.2 

絶縁抵抗 5.6.3 

耐電圧 5.6.4 

3.1 固着性 h) 5.8 24 0 

温度急変 5.12 

一連耐候性 5.13 

3.2 高温高湿(定常) 5.14 24 0 

3.3 耐久性 5.15 36 0 

3.4 加速耐湿性(定常)b) 5.19 24 f) 0 

4 静電容量の温度特性 5.7 12 0 

注 a) この測定値は，その後の副群 3.1～副群 3.5 の試験での初期値とする。 

注 b) 個別規格に規定がある場合に適用する。 

注 c) 取付け後に不適合品が見つかったコンデンサは，続く試験の許容不適合品数の算出に用いてはな

らない。これらの不適合品は予備試料と交換する。 

注 d) 個別規格にアルミナ基板だけに取り付けると規定しているコンデンサには適用しない。 

注 e) 定格電圧と公称静電容量との組合せで 8.4.2 による。 

注 f) 副群 3.4 を試験する場合の追加試料。 

注 g) 板端子をもつコンデンサに適用する。 

注 h) 板端子をもつコンデンサには適用しない。 
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表 21－品質認証の試験計画 

試験 a) 試験条件 a) D 又は

ND b) 

試料数（n） 

及び合格判

定数（c） 

要求事項 a) 

群 0  ND 表 20 による  

5.5 外観    5.5.3 による。表示は明

瞭とし，その他は個別

規格の規定による。  

5.5 寸法(詳細)    個別規格の規定による。 

5.6.1 静電容量 周波数: ... Hz 

測定電圧:実効値 

  規定の許容差による。 

5.6.2 誘電正接(tan) 周波数及び測定電圧は，5.6.1 に

よる。 

  5.6.2.3 による。 

5.6.3 絶縁抵抗 方法は，個別規格の規定によ

る。 

  5.6.3.4 による。 

5.6.4 耐電圧 方法は，個別規格の規定によ

る。 

  絶縁破壊又はフラッシオ

ーバがない。 

群 1A  D 表 20 による  

5.16 端子強度 

(適用する場合) 

試験 Ua1 力:2.5 N 

試験 Ub， 方法 1, 

 力:2.5 N 

 曲げ回数:1 回 

   

外観   外観に損傷がない。 

5.10.3 初期測定 静電容量    

5.10 はんだ耐熱性 特別な前処理は，5.2 による。 

方法は，個別規格の規定によ

る。 

後処理:（24±2）時間 

   

5.10.6 最終検査，測定及

び要求事項 

外観   5.10.6 による。 

静電容量   5.10.6 による。 

5.17 部品の耐溶剤性 

(要求がある場合) 

溶剤:... 

溶剤の温度:... 

方法 2 

後処理:... 

  個別規格の規定による。 

群 1B  D 表 20 による  

5.6.5 インピーダンス 

（適用する場合) 

周波数:100 kHz   個別規格の規定による。 

5.6.6 ESR （適用する場

合) 

周波数:100 kHz   個別規格の規定による。 

5.11 はんだ付け性 方法は，個別規格の規定によ

る。 

   

5.11.4 最終検査，測定及

び要求事項 

外観   5.11.4 による。 

5.18 表示の耐溶剤性 d) 

（適用する場合) 

溶剤:..。 

溶剤の温度:..。 

方法 1 

ラビングの材料:脱脂綿 

後処理:..。 

  表示は明瞭とする。 
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表 21－品質認証の試験計画（続き） 

試験 a) 

 

試験条件 a) D 又は

ND b) 

試料数（n） 

及び合格

判定数

（c） 

要求事項 a) 

群 2  D 表 20 による  

5.9 耐プリント基板曲

げ性 

曲げ深さ: ... 

曲げ回数: ... 

  個別規格の規定による。 

5.9.2 初期測定 静電容量    

5.9.3 最終測定 静電容量(プリント基板を曲

げた状態) 

  ⏐ΔC/C⏐ ≤ 10 % 

外観   外観に損傷がない。 

群 3  D 表 20 による  

5.4 取付け 基板の材質: ...c)    

外観   5.5.3 による。 

静電容量   規定の許容差による。 

誘電正接   5.6.2.3 による。 

絶縁抵抗   5.6.3.4 による。 

耐電圧   絶縁破壊又はフラッシオ

ーバがない。 

群 3.1  D 表 20 による  

5.8 固着性 外観   外観に損傷がない。 

5.12.3 初期測定 静電容量    

5.12 温度急変 特別な前処理は，5.2 による。    

TA=カテゴリ下限温度    

TB=カテゴリ上限温度    

5 サイクル    

時間 t1=30 min    

後処理:（24±2）時間    

5.12.6 最終検査，測定及

び要求事項 

外観   外観に損傷がない。 

静電容量   ∆C/C は,  5.12.6 による。 

5.13 一連耐候性 特別な前処理は，5.2 による。    

5.13.3 初期測定 静電容量    

5.13.4 高温 温度:カテゴリ上限温度    

時間:16 h    

5.13.5 温湿度サイクル 

(試験 Db)，最初の

サイクル 

    

5.13.6 低温 温度:カテゴリ下限温度    

時間:2 h    

外観   外観に損傷がない。 

5.13.7 温湿度サイクル 

(試験 Db)，残りの

サイクル 

後処理:（24±2）時間    

5.13.8 最終検査，測定及

び要求事項 

外観   外観に損傷がない。 

表示は明瞭とする。 

静電容量   ∆C/C は，5.13.8 による。 

誘電正接   5.13.8 による。 

絶縁抵抗   5.13.8 による。 
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表 21－品質認証の試験計画（続き） 

試験 a) 

 

試験条件 a) D 又は

ND b) 

試料数（n） 

及び合格

判定数

（c） 

要求事項 a) 

群 3.2  D 表 20 による  

5.14 高温高湿（定常） 特別な前処理は，5.2 による。    

5.14.3 初期測定 静電容量 

後処理:（24±2）時間 

   

5.14.6 最終検査，測定及

び要求事項 

外観   外観に損傷がない。 

表示は明瞭とする。 

静電容量   ∆C/C は，5.14.6 による。 

誘電正接   5.14.6 による。 

絶縁抵抗   5.14.6 による。 

群 3.3  D 表 20 による  

5.15 耐久性 特別な前処理は，5.2 による。    

試験時間: …h    

温度:…℃    

電圧:...V    

5.15.3 初期測定 静電容量    

後処理:（24±2）時間    

5.15.6 最終検査，測定及

び要求事項 

外観   外観に損傷がない。 

表示は明瞭とする。 

静電容量   ∆C/C は，5.15.6 による。 

誘電正接   5.15.6 による。 

絶縁抵抗   5.15.6 による。 

群 3.4  D 表 20 による  

5.19 加速耐湿性（定常)）

（適用する場合） 

試験時間: …h    

温度:85 ℃±2 ℃    

湿度:（85±3）%相対湿度    

5.19.2 初期測定 絶縁抵抗   5.19.2 による。 

5.19.5 最終測定 後処理:（24±2）時間 

絶縁抵抗 

  5.19.5 による。 

群 4  D 表 20 による  

5.7 静電容量の温度特

性 

特別な前処理は，5.2 による。   ∆C/C は，5.7.3 による。 

注 a) 試験の細分箇条番号，試験条件及び要求事項は，箇条 5 を参照。 

注 b)  この表で D は破壊試験，ND は非破壊試験を表す。 

注 c)  この試験は，コンデンサをプリント基板に取り付けた状態で実施してもよい。 

注 d) 各副群で異なるプリント基板材料を用いる場合は，それぞれの副群で用いるプリント基板材料を個別規格

に規定する。 
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附属書 A 

（規定） 

表面実装用固定積層磁器コンデンサ種類 2 の 

寸法の記号及び規定に関する指針 

コンデンサの寸法を規定するときには，図 A.1 に示す原則を考慮しなければならない。 

寸法は，表 A.1 に規定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 寸法 W は，L1以下とすることが望ましい。 

寸法 H は，W 以下とすることが望ましい。 

必要がある場合は，めっき厚さを規定することが望ましい。 

 

図 A.1－寸法 

 

表 A.1－寸法 

単位 mm 

寸法記号 長さ 

L1 

幅 

W 

L2及び L3 

（最小値） 

L4 

（最小値） 

0201M 0.25±0.013 0.125±0.013 0.04 0.06 

0402M 0.4±0.02 0.2±0.02 0.05 0.1 

0603M 0.6±0.03 0.3±0.03 0.1 0.2 

1005M 1.0±0.05 0.5±0.05 0.1 0.3 

1608M 1.6±0.1 0.8±0.1 0.2 0.5 

2012M 2.0±0.1 1.25±0.1 0.2 0.7 

3216M 3.2±0.2 1.6±0.15 0.3 1.4 

3225M 3.2±0.2 2.5±0.2 0.3 1.4 

4532M 4.5±0.3 3.2±0.2 0.3 2.0 

5750M 5.7±0.4 5.0±0.4 0.3 2.5 

注記 寸法記号の識別子 M は，寸法をメートル法で表すことを示す記号である。 
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その他の寸法記号及び寸法は，個別規格に規定してもよい。 
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附属書 B 

（規定） 

固定磁器コンデンサ種類 2 の静電容量エージング 

B.1 一般事項 

磁器コンデンサ種類 2 の磁器誘電体は，強誘電体特性をもち，キュリー温度（Curie temperature）をもつ。 

このキュリー温度を超える高温では，立方晶形構造を示し，キュリー温度未満では非対称結晶構造とな

る。単結晶ではこの晶形の移行が急激であるのに対し，実際の誘電体は，ある温度範囲内では緩やかに移

行する。この移行は，静電容量対温度カーブのピークと関連している。 

熱振動の影響で結晶中のイオンは，誘電体がキュリー温度未満で冷却されてから，長時間継続的によっ

て低いポテンシャルエネルギーに移行する。静電容量のエージング現象は，このようにして起こり，これ

によってコンデンサの静電容量が連続的に減少する。 

ただし，コンデンサをキュリー温度を超える温度で熱すると，例えば，エージングで減少した静電容量

が回復し，脱エージングが起こる。コンデンサが冷やされると，そのときから，エージングが再度始まる。 

B.2 静電容量エージングの法則 

キュリー温度未満まで冷却された最初の 1 時間は，静電容量の減少を定義することはできないが，この

時間以降は，静電容量は対数的に減少することからこれをエージング定数として表すことが可能である

（K.W. Plessner, Proc. Phys. Soc., vol. 69B, p1261, 1956 参照）。 

エージング定数 k は，対数目盛の 1 ディケード，例えば，1 時間から 10 時間までと 10 倍の時間経過で

のエージングによる静電容量の減少を，百分率で定義する。 

静電容量の減少の規則が対数的となることから，静電容量の変化率は，1 時間から 100 時間までは 2k，

1 時間から 1 000 時間までは 3k となる。このことは，次の式で表すことが可能である。 

t 1 1 log
100

k
C C t

 
= −  

 
 

ここで， Ct： エージング開始 t 時間後の静電容量 

 C1： エージング開始 1 時間後の静電容量 

 k： エージング定数 

 t： エージング経過時間 

エージング定数は，それぞれの磁器誘電体について製造業者が提示するか，又はコンデンサの脱エージ

ング後の 2 点の経過時間（t1，t2）での静電容量を測定することによって求めるかの，いずれでもよい。 

エージング定数 k は，次の式によって算出する。 

t1 t2

t1 2 t2 1

100( )

log log

C C
k

C t C t

−
=

 − 
 

静電容量の測定を経過時間の 3 点以上で行った場合は，log t に対してプロットした Ctのグラフの傾斜か

らエージング定数 k を求めることが可能である。 

log t に対して log C をプロットすることも可能である。 
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エージング中のコンデンサの測定は，温度特性による静電容量の変化が測定に悪影響を与えることを避

けるために一定の温度に保持して行う。 

B.3 静電容量の測定及び静電容量許容差 

エージング特性があるため，静電容量許容差に標準エージング時間を規定する必要があり，1 000 時間と

定めている。これは，1 000 時間以上での静電容量の減少は小さいためである。 

1 000 時間後の静電容量 C1000 を算出するには，エージング定数は既知であるか，又は B.2 によって求め

ておく必要があり，次の式を用いて計算してもよい。 

1000 t 1 (3 log )
100

k
C C t

 
= − − 

 
 

製造業者の検査測定時には，1 000 時間後の容量減少量が計算可能なため，検査時にこの容量減少分を補

正した検査用の容量許容基準を用いることで，標準エージング時間での静電容量許容差に対応した検査を

行うことが可能である。 

例えば，静電容量の減少が 5 %と既知のとき，規格値が±20 %の場合では，それに代わって－15 %～＋

25 %で検査してもよい。 

静電容量は，通常 20 ℃での値を用いるため，20 ℃で測定するか，又はこの温度の値に補正する必要が

ある。手を通して伝わる温度によって誤差が生じる可能性があるので，コンデンサは常にピンセットで取

り扱うことが望ましい。 

B.4 特別な前処理条件（5.2 の注釈 1 参照） 

この規格の中の試験の多くは，与えられた条件（例えば，一連耐候性）によって生じる静電容量変化を

測定する。エージングによる悪影響を避けるために，判定前にコンデンサはカテゴリ上限温度に 1 時間放

置し，引き続いて標準状態で 24 時間放置するという，特別な前処理を行う。 

これによって，カテゴリ上限温度未満のキュリー温度をもつコンデンサに脱エージングを起こし，引き

続き 24 時間のエージングを行うわけである。熱処理の脱エージングで静電容量が回復することもあるの

で，その後の 24 時間のエージングによって，製造後からの静電容量変化を実用上，最小限とみなすことが

可能である。 

誘電体のキュリー温度がカテゴリ上限温度よりも高い場合，この特別な前処理条件ではコンデンサの完

全な脱エージングを行うことができないが，処理されたコンデンサの静電容量値は過去の来歴を事実上受

けない状態とするため，エージングによる悪影響を避けるという目的に対して完全な脱エージングと同じ

効果が達成される。このようなコンデンサを完全に脱エージングするためには最大 160 ℃の放置温度が必

要な場合があり，この温度が外装樹脂に悪影響を与えることがある。したがって，コンデンサを完全に脱

エージングする必要がある場合は，個別規格に詳細事項及び必要な注意事項を考慮して規定する。 
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附属書 C 

（規定） 

基準温度 25 °C の静電容量の温度特性 

 

基準温度 25 ℃の静電容量の温度特性（EIA-198-1-F 参照）の場合，カテゴリ下限温度及びカテゴリ上限

温度は，表 C.1 から選定する。 

表 C.2 に，直流電圧を印加した場合及び印加しない場合の温度特性の推奨値を“×”で示す。表 C.1 に，

サブクラスの記号化の手法を示す。例えば，直流電圧を印加せず，-55 ℃～+125 ℃の温度範囲で，±15 %

変化する誘電体をサブクラス X7R とする。 

静電容量の温度特性の厳密な状態を表 C.3 に示す。 

。 

表 C.1－静電容量の温度特性 

カテゴリ温度 直流電圧印加 a)の有無で測定した，カテゴリ温

度範囲内での 25 ℃での静電容量に対する最大

静電容量変化 

% 

カテゴリ下限温度 カテゴリ上限温度 

英文字記号 低温 

°C 

数値記号 高温 

°C 

サブクラス

文字記号 

直流電圧印

加なし 

直流電圧印加 

（要求がある場

合） 

Z +10 2 +45 A ± 1.0 

個別規格で規定

された要求事項 

Y −30 4 +65 B ± 1.5 

X −55 5 +85 C ± 2.2 

  6 +105 D ± 3.3 

  7 +125 E ± 4.7 

  8 +150 F ± 7.5 

  9 +200 P ± 10 

  3 +175 b) R ± 15 

    S ± 22 

    T + 22/− 33 

    U + 22/− 56 

    V + 22/− 82 

    L c) + 15/− 40 

    Q c) + 15/− 70 

注 a) 印加する直流電圧は，定格電圧又は個別規格で規定する電圧のいずれかである。 

注 b) EIA-198-1-F には，カテゴリ上限温度 175 ℃の記載はない。 

注 c) EIA-198-1-F には，サブクラス L 及び Q の記載はない。 
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表 C.2－直流電圧を印加した場合及び印加しない場合の温度特性の推奨値 

サブク

ラス文

字記号 

直流電圧印加 a)の有無で測定した，カテ

ゴリ温度範囲内での 20 ℃での静電容量

に対する最大静電容量変化 

% 

カテゴリ温度範囲及びその数字記号 

−55/+85 

°C 

−55/+105 

°C 

−55/+125 

°C 

−55/+150 

°C 

直流電圧印加

なし 

直流電圧印加 

（要求がある場合） 
X5 X6 X7 X8 

R ±15 

個別規格で規定された

要求事項 

○ ○ ○ ○ 

S ±22  ○ ○ ○ 

T +22/−33  ○ ○ ○ 

U +22/−56  ○ ○ ○ 

注記 “○”が望ましいことを示す。 

注 a) 印加する直流電圧は，定格電圧又は個別規格で規定する電圧のいずれかである。 

 

表 C.3－基準温度 25 °C に対する静電容量の温度特性の測定条件 

方法 測定段階 
温度 

°C 
直流電圧（UR）の印加 

A 

1 25 ± 2 － 

2 TA ±2 － 

3 25 ± 2 － 

4 TB ± 2 － 

5 TB ± 2 ○ 

6 25 ± 2 ○ 

7 TA ±2 ○ 

B 1 2 3 4 上記を参照。 － 

4.2.5 の要求事項を確実に満たすように，そのような中間温度で測定を行ってもよい。 

注記 1  “－”は直流電圧印加なしを示す。 

 “×”：直流電圧印加（個別規格に規定がある場合） 

注記 2  基準となる静電容量値は，測定段階 3 での測定値である。 

TA =カテゴリ下限温度 

TB =カテゴリ上限温度 
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附属書 D 

（規定） 

品質確認検査 

D.1 検査ロットの構成 

D.1.1 群 A 及び群 B 検査 

これらの検査は，ロットごとに実施する。 

製造業者は，次の条件の下にコンデンサをまとめて検査ロットとしてもよい。 

a) 検査ロットは，構造的に類似なコンデンサで構成する(8.2 参照)。 

b) 群 A の検査試料は，検査ロットを含む定格値（定格電圧及び公称静電容量）及び外形寸法の代表値で

構成する。 

– 試料数 

– 1 組合せ当たり 5 個以上 

 副群 B2 の検査試料は，ロットの中の全温度特性のコンデンサを含む。 

c) 1 組合せ当たりの試料数が 4 個以下のとき，製造業者は，認証機関（CB）からの承認を必要とする。 

D.1.2 群 C 検査 

この検査は，定期的に実施する。 

試料は，特定の期間に工程に流れている製品を代表するものとし，外形寸法を大，中及び小に分類する。

いかなる期間でも認証の範囲を対象とするために，外形寸法の分類ごとに一つの定格電圧のものを試験す

る。その後の期間では，認証の全ての範囲を対象とするために，製造中のその他の外形寸法及び/又は定格

電圧のものを試験する。 

D.2 試験計画 

品質確認検査のロットごと及び定期的品質確認検査のスケジュールは表 D.3 及び表 D.4 に示す。 

D.3 長期保管後の出荷 

JIS C 5101-1:2023，Q.1.7 の手順に従い，再検査を行う場合，群 A 及び群 B 検査で規定されているとお

り，はんだ付け性及び静電容量を確認する。 

D.4 評価水準 

表 D.3 及び表 D.4 に示される評価水準は，表 D.1 及び表 D.2 から選択されることが望ましい。 
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表 D.1－ロットごとの品質確認検査 

検査副群 c) 評価水準 EZ 

ILa) n a) c a) 

A0 100 % a) 

A1 S-4 b) 0 

A2 S-3 b) 0 

B1 S-3 b) 0 

B2 S-2 b) 0 

注 a) IL＝検査水準 

n＝試料数 

c＝合格判定数 

注 b) この検査は，製造工程において全数検査を実施し，不適合品を除去した上で実施する。検査ロットの合否

にかかわらず，100 万個当たりの不適合品率 (ppm)で示す出荷品質水準を監視するために，抜取試料を全

て検査する。 

抜取水準は，製造業者が選定する。その場合 JIS C 5005-2:2010 の附属書 A によることが望ましい。 

抜取試料中に 1 個以上の不適合を発見した場合には，このロットは不合格とするが，品質水準を算出する

ために，不適合品の数を全て数える。ppm で示す出荷品質水準は，JIS C 5005-2:2010 の 6.2 に規定する方

法によって，累積した検査データから算出する。 

注 c) 試料数（n）は，JIS C 5005-2:2010 の 4.3.2 によって決定する。 

注 d) 検査副群の内容は，表 C.3 に規定する。 

 

表 D.2－定期的品質確認検査 

検査副群 b) 評価水準 EZ 

p a) n a) c a) 

C 1 3 12 0 

C 2 3 12 0 

C 3.1 6 27 0 

C 3.2 6 15 0 

C 3.3 3 15 0 

C 3.4 c) 6 15 0 

C 4 6 9 0 

注 a) p＝検査周期（月） 

n＝試料数 

c＝合格判定数 

注 b) 検査副群の内容は，表 D.4 に規定する。 

注 c) 適用する場合に実施する。 

 

D.5 品質確認検査の試験計画 

表 D.3 及び表 D.4 に規定する品質確認検査の試験計画は，サンプリング，周期，厳しさ及び要求事項を

示す。検査ロットの構成は，D.1 による。 
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表 D.3－ロットごとの品質確認検査の試験計画 

ロットごとの試験 

試験 a) 試験条件 b) D c)又

は ND 

IL c) c c) 要求事項 

副群 A0（全数測定） ND 

 

 

5.6.1 静電容量  周波数： ...kHz 

 

100 % d) 規定の許容差による。  
 

測定電圧： ...V 

 

5.6.2 誘電正接  周波数及び測定電圧は，5.6.1

による。  

 

5.6.2 による。  

5.6.3 絶縁抵抗  方法は，個別規格の規定によ

る。 

 

5.6.3.4 による。  

5.6.4 耐電圧  方法は，個別規格の規定によ

る。 

 

絶縁破壊又はフラッシオ

ーバがない。  

副群 A1（抜取試験） 

ND 

 

5.5.2 外観検査  

 

S-4 e) 0 5.5.2 による。  

表示は明瞭とし，その他

は個別規格の規定によ

る。  

副群 A2（抜取試験） 

ND 
 

4.2.6 寸法（ゲージング） f) S-3 e) 0 個別規格の規定による。  

副群 B1（特殊試験）   

5.6.5 インピーダンス

（適用する場合）  

    個別規格の規定による。  

5.6.6 ESR（適用する場

合）  

    個別規格の規定による。  

5.11 はんだ付け性  方法は，個別規格の規定によ

る。  

D S-3 e) 0 

 

5.11.4 最終検査，測定及

び要求事項  

外観    5.11.4 による  

5.18 表示の耐溶剤性  

（適用する場合） g) 

溶剤：... 

   

表示は，明瞭とする。  

溶剤の温度：...     

方法 1 

    

ラビングの材料：脱脂綿  

    

後処理：... 

    

副群 B2（特殊試験）h) 

ND 

 

5.7 静電容量の温度特

性  

 S-2 e) 0 

 

   ΔC/C は，5.7.3 による。 

  



41 

C 5101-22：0000 (IEC 60384-22：2024) 

著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。 

表 D.3－ロットごとの品質確認検査の試験計画（続き） 

ロットごとの試験 

注 a) 適用可能な試験，試験条件，要求事項及び細分箇条番号は，この規格による。 

注 b) 表 D.3 の試験条件の内容を個別規格に規定する場合，それぞれの試験に最適なパラメータの要点を記載す

る。ただし，この規格の箇条又は引用規格の規定値の範囲内とする。 

注 c) 図記号と略語の一覧は，表 D.1 を参照。 

注 d) 全数測定して不適合品を取り除いた後，個別規格に従って，出荷品質水準を監視するために再検査を実施す

る。再検査中に 1 個以上の不適合品が発生した場合，そのロットは不合格とする。 

注 e) 検査水準は JIS C 5005-2:2010 による。 

注 f) 製造業者が，管理限界を超えるコンデンサを取り除くため，寸法測定に統計的工程管理（SPC）又はその他

の仕組みを取り入れている場合には，この試験を工程内検査で置き換えてもよい。 

注 g) この試験は，コンデンサをプリント基板に取り付けた状態で実施してもよい。 

注 h) この副群は，誘電体材料の調合ロットごとに実施した場合は，省略してもよい。 
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表 D.4－定期的品質確認検査の試験計画 

定期試験 

試験 a) 試験 b)の条件 
D c)又

は ND 
p c) n c) c c) 要求事項 

副群 C1 h) D   

5.16 端子強度（板端子

をもつコンデンサ

に適用）  

試験 Ua，力:2.5 N  3 12 0 d)  

 試験 Ub，方法 1 力:2.5 

N 

    

 曲げ回数 : 1     

 外観     外観に損傷がない。  

5.10.3 初期測定 静電容量      

5.10 はんだ耐熱性 

  

方法は，個別規格の規

定による。  

    

 後処理時間 :24 h±2 h     

5.10.6 最終検査，測定及び

要求事項 

外観     5.10.6 による。  

 静電容量     5.10.6 による。  

5.17 部品の耐溶剤性  

（適用する場合）  

溶剤:..    個別規格の規定による。  

 溶剤の温度 :..     

 方法 2      

 後処理 :..     

副群 C2 h) D   

5.9 耐プリント基板曲げ性 

  

曲げ深さ :..  3 12 0 d)  

5.9 急激な変化  

温度（必要な場

合）  

曲げ回数 :..     

5.9.2 初期測定  静電容量     

5.9.3 最終測定  静電容量(プリント基

板を曲げた状態) 

   外観に損傷がない。  

 外観     

副群 C3 h) D   

5.4 取付け  f) 基質材料 :     JIS C 5101-1:20235.5.1 によ

る。  

 外観      

 静電容量     規定の許容差による。  

 誘電正接     5.6.2 による。  

 絶縁抵抗     5.6.3.4 による。  

 耐電圧     絶縁破壊又はフラッシオ

ーバがない。  
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表 D.4－定期的品質確認検査の試験計画（続き） 

定期試験 

試験 a) 試験 b)の条件 
D c)又

は ND 
p c) n c) c c) 要求事項 

副群 C3.1 h) D   

5.8 固着性  目視検査   6 27 0 d) 外観に損傷がない。  

 特別な前処理は，5.2 に

よる。  

    

5.12.3 初期測定  静電容量      

5.12  温度急変  

  

  

  

TA=カテゴリ下限温度      

TB=カテゴリ上限温度  

:5 サイクル  

    

時間 t1=30 min     

後処理 :（24±2）時間      

5.12.6 最終検査，測

定及び要求事項  

外観     外観に損傷がない。  

 静電容量      ∆C/C は，5.12.6 による。  

5.13 一連耐候性  特別な前処理は，5.2 に

よる。  

     

5.13.3 初期測定  静電容量       

5.13.4 高温  温度:カテゴリ上限温度       

 時間:16 h      

5.13.5 温湿度サイク

ル(試験 Db)，最初のサイ

クル  

      

5.13.6 低温  温度:カテゴリ下限温度       

5.13.7 温湿度サイク

ル(試験 Db)，残りのサイ

クル  

時間:2 h      

5.13.8 最終測定  目視検査      外観に損傷がない。  

 後処理時間 :24 h ± 2 h      

 外観      損傷がなく表示は明瞭で

ある。  

 静電容量      ∆C/C は，5.13.8 による。  

 誘電正接      5.13.8 による。  

 絶縁抵抗      5.13.8 による。  
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表 D.4－定期的品質確認検査の試験計画（続き） 

定期試験 

試験 a) 試験 b)の条件 
D c)又

は ND 
p c) n c) c c) 要求事項 

副群 C3.2h) D   

5.14 高温高湿（定常）  特別な前処理は，5.2 に

よる。  

 6 15 0 d)  

5.14.3 初期測定  静電容量  

後処理時間：24 h±2 h 

    

5.14.6 最終検査，測定及

び要求事項  

外観     外観に損傷がない。  

表示は，明瞭とする。  

静電容量     ΔC/C は，5.14.6 による。  

誘電正接     5.14.6 による。  

絶縁抵抗     5.14.6 による。  

副群 C2 h) D   

5.15 耐久性  特別な前処理は，5.2 に

よる。  

Duration： ...h 

温度： ... C 

電圧： ...V 

 3 15 0 d)  

5.15.3 初期測定  静電容量  

後処理時間：24 h±2 h 

    

5.15.6 最終検査，測定及

び要求事項  

外観     外観に損傷がない。  

表示は，明瞭とする。  

静電容量     ΔC/C は，5.15.6 と同様。  

誘電正接     5.15.6 による。  

絶縁抵抗     5.15.6 による。  
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定期試験 

試験 a) 試験 b)の条件 
D c)又

は ND 
p c) n c) c c) 要求事項 

副群 C3.4 h) ND   

5.19 加速耐湿性 

(定常)(適用する場合) 

  

  

Duration: ..h  6 15 0d)  

 温度:85 ℃±2 ℃       

 湿度: (85 ± 3) %      

5.19.2 初期測定 絶縁抵抗 

後処理 :（24±2）時間  

     

5.19.5 最終測定 絶縁抵抗       

5.7 静電容量の温度特

性  

特別な前処理は，5.2 に

よる。  

 12 9 0 d) ΔC/C は，5.7.3 と同様。  

 

注 a) 適用可能な試験，試験条件，要求事項及び細分箇条番号は，この規格による。 

注 b) 表 D.4 の試験条件の内容を個別規格に規定する場合，それぞれの試験に最適なパラメータの要点を記載す

る。ただし，この規格の箇条又は引用規格の規定値の範囲内とする。 

注 c) 図記号及び略語の一覧は，表 C.2 を参照。 

注 d) 不適合品が 1 個発生した場合，新しい試料によって副群の全ての試験を再度行い，新たな不適合品が発生し

ないとき合格とする。再試験の間，製品の出荷は継続してもよい。 

注 e) 個別規格にアルミナ基板だけに装着することを規定してあるコンデンサには適用されない。 

注 f) 次の試験の不適合を計算する場合，取付け後に見つかったコンデンサの不適合を考慮してはならない。これ

らの不適合品は，予備試料と交換する。 

注 f) ストリップ端子付きコンデンサには適用されない。 

注 h) 全ての副群の試験は，1 個以上の不適合品があった場合に繰り返す。再試験で，不適合品がないことを確認

する。再試験の間，製品の出荷は継続してもよい。 
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附属書 X 

（参考） 

この規格と旧規格(JIS C 5101-22:2021 及び JIS C 5101-22-1:2006)との対

照表 

この品種別通則の改正によって，新しい箇条構成となった。対応国際規格における箇条番号などの記載

だけでは，この規格を引用する場合に，JIS 利用者の中で混乱が発生することを想定し，この規格の箇条

番号などの欄にタイトルを追加し，この規格の記載位置を左に移した。このことで，下線などを付ける必

要があるが見にくくなるため下線などを省略した。 

この規格と旧規格（JIS C 5101-22:2021 及び JIS C 5101-22-1:2006）との箇条番号及び細分箇条番号の比

較を，表 X.1 に示す。 
 

表 X.1－箇条番号の対照表 

この規格 

（JIS C 5101-22:9999） 

箇条／細分箇条又は附属書 

旧規格 

（JIS C 5101-22:2021 及び

JIS C 5101-22-1:2006） 

箇条／細分箇条又は附属書 

注記 

1（適用範囲）  1 変更なし  

2（引用規格）  2 変更なし  

3（用語及び定義）  3 変更なし  

4（推奨特性及び定格）  6  

5（試験及び測定手順）  8  

6（表示）  5  

7（個別規格に規定する事

項）  
4  

8.1（製造の初期工程）～8.4

（品質認証）  
7.1～7.4  

附属書 D［（規定）品質確認検査］ 

D.1（検査ロットの構成）～D.4 評

価水準） 

7.5.1～7.5.4  

附属書 A［（規定）表面実装用固

定積層磁器コンデンサ種類 2 の

寸法の記号及び規定に関する指

針］ 

附属書 A 変更なし  

附属書 B［（規定）固定磁器

コンデンサ種類 2 の静電容量

エージング］ 

附属書 B 変更なし  

附属書 C［（規定）基準温度

25 °C の静電容量の温度特

性］ 

附属書 C 
参考の附属書から規定の附属書へ

変更  

附属書 D［（規定）品質確認検査］ 

D.5（品質確認検査の試験計画） 

(JIS C 5101-22-1:2006 

箇条  2）  
 

附属書 X 附属書 X 変更なし  
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この規格と旧規格（JIS C 5101-22:2021 及び JIS C 5101-22-1:2006）との表番号の比較を，表 X.2 に示す。 

表 X.2－図表番号の比較表 

この規格 

（JIS C 5101-22:9999） 

表 

旧規格 

（JIS C 5101-22:2021

及び JIS C 5101-22-

1:2006） 

表 

注記 

表 1 （カテゴリ電圧の推奨値）

～表 3（静電容量の温度特性）  

表 1～表 3 
変更なし 

表 4（測定条件）～表 19（試験

条件）  

表 8～表 23 
 

表 20（品質認証試験の定数抜取

試験計画 評価水準 EZ 及び表

21（品質認証の試験計画）  

表 4 及び表 5 

 

表 A.1（寸法）  表 A.1 変更なし 

表 C.1（静電容量の温度特性）  表 C.1 変更なし 

表 C.2 表 C.2－（直流電圧を印加し

た場合及び印加しない場合の温度特

性の推奨値） 

 

－  

新規追加 

表 C.3（基準温度 25 °C に対する静

電容量の温度特性の測定条件） 

 

表 C.2 

 

表 D.1（ロットごとの品質確認検

査）及び表 D.2（定期的品質確認

検査）  

表 6 及び表 7 

 

表 D.3（ロットごとの品質確認検

査の試験計画）及び表 D.4（定期

的品質確認検査の試験計画）  

(JIS C 5101-22-

1:2006 

表 4）  

 

表 X.1 及び表 X.2 表 X.1 及び表 X.2 変更なし 

図番号の変更はない。 
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